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議案第１４０号

福岡市科学館条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年６月２２日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，子どもたちを始め市民が科学を体験し，楽しむことを通じて，

自由かつ自発的に学習することを支援するとともに，福岡の人及び資源と連携し，福岡の将

来を担う人材を育成することにより，市民の文化教養の向上に寄与するため，福岡市科学館

を設置する必要があるによる。

福岡市科学館条例

　（設置）

第１条　子どもたちを始め市民が科学を体験し，楽しむことを通じて，自由かつ自発的に学

習することを支援するとともに，福岡の人及び資源と連携し，福岡の将来を担う人材を育

成することにより，市民の文化教養の向上に寄与するため，福岡市科学館（第２条第４号

を除き，以下「科学館」という。）を福岡市中央区六本松四丁目に設置する。

　（事業）

第２条　科学館は，前条の設置の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。

⑴　科学及び科学技術に関する展示を行うこと。

⑵　プラネタリウムその他の映写装置による天体運行等の投映等を行うこと。

⑶　科学及び科学技術に関する実演会，講演会等を開催すること。

⑷　他の科学館，学校，研究機関その他関係団体と連携し，及び協力し，科学及び科学技

術を普及すること。

⑸　前各号に掲げるもののほか，前条の設置の目的の達成に必要なこと。

　（施設）

第３条　科学館に基本展示室，ドームシアター，企画展示室，サイエンスホールその他の施
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設を置く。

　（開館時間及び休館日）

第４条　科学館の開館時間及び休館日は，規則で定める。

　（利用の許可）

第５条　ドームシアター，企画展示室及びサイエンスホールを利用しようとする者は，規則

で定めるところにより，市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し

ようとするときも，また同様とする。

２　市長は，前項の許可に際して，科学館の管理上必要な条件を付すことができる。

　（利用の制限）

第６条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，既にした許可を取り消し，又は科

学館の利用を制限し，入館を拒み，若しくは退館を命じることができる。

⑴　前条第１項の許可を受けた者（以下「許可利用者」という。）が，偽りその他不正の手

段により許可を受けたとき。

⑵　許可利用者が，前条第２項の規定により付された条件に違反したとき。

⑶　科学館を利用しようとする者又は科学館を利用する者（以下この条及び第１１条におい

て「利用者」という。）が第１条の設置の目的に反する利用をし，又はそのおそれがある

とき。

⑷　利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し，又はそのおそれがある

とき。

⑸　利用者が科学館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

⑹　前各号に掲げるもののほか，科学館の管理上支障があると認められるとき。

２　前項の措置によって利用者が損害を受けても，本市はその責めを負わない。

　（利用する権利の譲渡等の禁止）

第７条　許可利用者は，科学館の施設を利用する権利を譲渡し，又は転貸してはならない。

　（特別な設備）

第８条　許可利用者は，あらかじめ市長の承認を受けて科学館の施設に特別な設備をするこ

とができる。

２　市長は，科学館の施設の管理上必要があると認めるときは，許可利用者の負担において

科学館の施設に特別な設備をするよう命じることができる。
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３　許可利用者は，前２項の設備を，利用期間の満了前にその負担において撤去し，原状に

復さなければならない。ただし，市長が特に認める場合は，この限りでない。

４　許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは，市長がこれを行い，撤去に

要した費用を当該許可利用者から徴収する。

　（許可利用者の管理義務等）

第９条　許可利用者は，利用期間中その利用に係る科学館の施設，付属設備等を善良な管理

者の注意をもって管理するとともに，騒音の防止を図る等の良好な環境の維持に努めなけ

ればならない。

　（許可利用者の原状回復義務）

第１０条　許可利用者は，科学館の施設の利用を終了したときは，速やかに自己の責任におい

て科学館の施設を原状に復して返還しなければならない。

　（損害賠償）

第１１条　利用者がその責めに帰すべき事由により，科学館の施設，付属設備，展示品等（以

下「施設等」という。）を破損し，滅失し，又は汚損して本市に損害を与えたときは，これ

を原状に復し，又はその損害を賠償しなければならない。

　（指定管理者による管理）

第１２条　市長は，科学館の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせることが

できる。

２　指定管理者が行う科学館の管理に関する業務は，次に掲げるとおりとする。

⑴　第２条各号に掲げる事業に関する業務

⑵　第５条に規定する許可に関する業務

⑶　第６条第１項に規定する利用の制限に関する業務

⑷　科学館の施設等の維持及び修繕に関する業務

⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務

　（利用料金）

第１３条　基本展示室及びドームシアターを観覧する者（ドームシアターにあっては，科学館

が主催して投映する番組を観覧する者に限る。）からは，別表第１に定める額の範囲内にお

いて，指定管理者が定める観覧料を徴収する。
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２　許可利用者からは，別表第２に定める額の範囲内において，指定管理者が定める料金を

徴収する。

３　指定管理者は，第１項の観覧料及び前項の料金（以下「利用料金」と総称する。）の額を

定める場合は，あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の

額を変更しようとするときも，また同様とする。

４　市長は，前項の承認をしたときは，速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

５　利用料金は，指定管理者の収入として収受させるものとする。

６　指定管理者は，特別の理由があると認めるときは，利用料金を減額し，又は免除するこ

とができる。

　（指定管理者の指定）

第１４条　市長は，科学館の管理を指定管理者に行わせようとするときは，規則で定めるとこ

ろにより，指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし，科学館

の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認

める場合は，この限りでない。

２　指定管理者の指定を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。ただし，市長が特別な事情があると認める場合は，市長が別に定めると

ころにより申請することができる。

３　市長は，前項の規定による申請があったときは，次に掲げる基準により最も適切な管理

を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

⑴　市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

⑵　科学館の効用を十分に発揮させるとともに，その管理に要する経費の縮減が図られる

ものであること。

⑶　科学館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要な

その他の能力が十分であること。

⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める基準

　（指定等の告示）

第１５条　市長は，指定管理者の指定をしたときは，速やかに規則で定める事項を告示しなけ

ればならない。告示した事項に変更があったときも，また同様とする。

　（指定の取消し等）
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第１６条　法第２４４条の２第１１項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるときは，次の各号のいずれかに該当するときとする。

⑴　法第２４４条の２第１０項の規定による報告の要求又は調査に対し，これに応じず，又は虚

偽の報告をし，若しくは調査を妨げたとき。

⑵　第１４条第３項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

⑶　次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

⑷　偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

⑸　前各号に掲げるもののほか，当該指定管理者による管理を継続することが適当でない

と認めるとき。

２　前条の規定は，法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

　（管理の基準）

第１７条　指定管理者は，法令，この条例，この条例に基づく規則その他市長の定めるところ

に従って適正に科学館の管理を行わなければならない。

　（指定管理者の原状回復義務等）

第１８条　指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は法第２４４条の２第１１項の規定に

より指定を取り消され，若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

じられたときは，管理をしなくなった科学館の施設等を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし，特別の事情があると市長が認めるときは，この限りでない。

２　指定管理者がその責めに帰すべき事由により，科学館の施設等を破損し，滅失し，又は

汚損して本市に損害を与えたときは，これを原状に復し，又はその損害を賠償しなければ

ならない。

　（指定管理者に関する読替え）

第１９条　第１２条第１項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合における第５

条及び第６条第１項の規定の適用については，これらの規定中「市長」とあるのは，「指定

管理者」とする。

　（委任）

第２０条　この条例に定めるもののほか，科学館の管理に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則
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　（施行期日）

１　この条例は，規則で定める日から施行する。

　（供用開始日）

２　この条例の施行にかかわらず，科学館の供用は，規則で定める日から開始する。

　（指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い）

３　市長が指定管理者の指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には，指定管理者が不在等と

なった日（以下この項において「基準日」という。）から新たに指定管理者を指定する日の

前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については，市長は，第１３

条第１項，第２項及び第５項の規定にかかわらず，基準日前に指定管理者が定めていた利

用料金の額に相当する額を使用料として，同条第１項に規定する者及び許可利用者から徴

収する。

４　市長は，前項の場合において，特別の理由があると認めるときは，同項の使用料を減額

し，又は免除することができる。

別表第１

　１　基本展示室

区　　分

金　　　　額

個　　　　人 ３０人以上の団体

大　　人
円

５００　

円

４５０　

高 校 生 ３００　 ２７０　

小　　人 ２００　 １８０　
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　備考

１　「大人」とは高校生及び小人以外の者で１５歳以上の者をいい，「小人」とは４歳以上

１５歳未満の者をいう。ただし，中学校に在学中の者については，小人とみなす。

２　大人，高校生及び小人以外の者は，無料とする。

３　年間観覧（１年間を通じて，基本展示室及びドームシアターを観覧できること（た

だし，ドームシアターの観覧については，１日１回を限度とする。）をいう。）をする

場合の額は，この表に定める額の２０割増しの額とする。

別表第２

区　　分

金　　　　額

個　　　　人 ３０人以上の団体

大　　人
円

５００　

円

４５０　

高 校 生 ３００　 ２７０　

小　　人 ２００　 １８０　

　２　ドームシアター

区　　分 単　　位 金　　額

ドームシアター １時間につき ５,５００円

　１　ドームシアター

区　　分 単　　位 金　　額

企画展示室 １日につき ２１,０００円

　２　企画展示室
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　３　サイエンスホール

　備考

１　許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は，この表の金額の１０割増しの

額とする。

２　ドームシアター，企画展示室及びサイエンスホールの付属設備の額は，規則で定め

る。

区　　分

午前９時

から

正午まで

午後１時

から

午後５時

まで

午後６時

から

午後１０時

まで

午前９時

から

午後５時

まで

午後１時

から

午後１０時

まで

午前９時

から

午後１０時

まで

サイエンス

ホ ー ル
３,３００円 １３,２００円 １６,３００円 １６,３００円 ２９,４００円 ３２,５００円


